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様 式 

『若者を採用するための支援策を知りたい』 
 

ユースエール認定制度 
                                   

                                 

                                   

                                   

 

 
対象となる方  
認定基準を満たす中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）が対象です。 

【主な認定基準】 
①学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込み又は募集を行っていること 
②直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下等、雇用管理の
状況が一定水準を満たしていること 

③直近３事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、35歳未満の採用者
数・離職者数等の雇用情報について公表していること  等 
※ 上記認定基準のうち、②の要件を満たしていないものの、若者の採用・育成に積極的な中小企業について、都道府

県労働局、ハローワークが積極的にマッチング支援を行う事業として「若者応援宣言企業」という制度があります。 
＜認定マーク＞ 

 
支援内容  
ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになります。 

             
 

 
ご利用方法 
（１）都道府県労働局に対して必要な書類を添えて申請を行ってください。 

（２）認定基準を満たしていることを確認し、都道府県労働局から認定通知書を交付します。 
 

 
 

 
 
 

お問い合わせ先 
都道府県労働局又は公共職業安定所（ハローワーク） 

URL（労働局）: http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ 
URL（ハローワーク）: http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 
 

 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、青少

年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定

企業」として認定する制度です。認定企業の情報発信を後押しすることなどによって、求職中の若

者とのマッチング向上を図ります。 
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